
 

 

健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 
１ 陳情の審査 

 （１）陳情第１２８号 夜勤規制及びケア労働者の大幅増員により安全・安心の医療・介

護の実現を求める陳情 

（２）陳情第１２９号 安全・安心の医療・介護提供体制を守るため、すべてのケア労働

者の処遇改善につなげる報酬１０％以上の引き上げを求める陳情 

（３）陳情第１３０号 介護保険制度の抜本改善及び介護従事者の大幅な処遇改善を求め

る陳情 

（４）陳情第１４５号 介護報酬および障害福祉サービス等報酬の臨時改定にむけ国への

意見書提出を求める陳情 

 

資料１ 医療施設の人員配置基準 

資料２ 介護保険制度における主なサービス別人員配置基準 

資料３ 医師の時間外労働規制について 

資料４ 「公立・公的病院の拡充・強化」について 

資料５ 医療・介護・障害福祉サービス等の報酬について 

資料６ 介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援 

資料７ 障害福祉分野における賃上げに対する支援 

資料８ 診療報酬改定について 

資料９ 令和８年度の介護報酬改定について 

資料 10  障害福祉サービス等報酬改定 

資料 11 介護サービス事業所物価高騰対策支援について 
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資料 13 介護保険制度の見直しに関する意見抜粋 
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医療施設の人員配置基準 
 
１ 医療法等における人員配置基準 
 適正な医療を実施するには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法等では、

病院等の医療施設において、患者数に対して確保（雇用）すべき人員の基準が示されている。 
主な人員配置基準（常勤換算） 

 区分等 医師 歯科医師※ 薬剤師 
看護師・ 

准看護師 

理学療法士 

作業療法士 

 一般病床 16：１ 16：１ 70：１ ３：１ 

適当数 

病 
療養病床 48：１ 16：１ 150：１ ４：１ 

院 

外来 
40：１ 

(耳鼻科・眼科
は 80：１) 

病院の実情に

応じて必要と

認められる数 

取扱処方箋の数 

75：１ 
30：１ 

有 

床 

療養病床を有

する診療所 
１人 — — ４：１ — 

診 

療 

所 

上記以外の診

療所 
— — — — — 

※歯科医師の配置基準は、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科の入院患者を有する場合。 
【計算例】 

  ア 入院患者数 19 人の療養病床を有する診療所の看護師の場合、19÷4＝4.75 
    → 1 未満の端数は 1 として計算するため、常勤として雇用すべき基準は 5 人となる。 
  イ 療養病床を有しない診療所については、看護師等の配置基準はない。 
 
２ 診療報酬（入院基本料等）における配置基準 

診療報酬制度においては、看護職員の配置数や患者の重症度別の割合等に応じて一定の経済的

評価が行われている。看護職員の配置基準は、入院患者を受け持つ看護職員数で、患者数に対する

配置看護師が多くなれば、手厚い看護を行うことができることから、診療報酬上の評価が高くな

る。 
急性期一般入院基本料の看護職員配置基準及び点数 

区分 看護職員の配置基準 点数 

入院料１ ７：１以上 1,688 点 

入院料２～ 

入院料６ 
10：１以上 

1,644 点～ 

1,404 点 

   ※各入院料の算定には、看護職員の配置基準のほか、患者の重症度、平均在院日数等の基準も

満たす必要がある。 
  【計算例】 

入院患者数 40 人で入院料 2 の届出を行う場合、3 交代勤務を前提とすると、 
（40 ÷10）×3＝12 

→ 1 日当たり 12 人以上の看護職員の勤務が必要となる。 
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介護保険制度における主なサービス別人員配置基準 

 

１．特別養護老人ホーム 

職 種 配 置 基 準 

管理者 常勤１ 
医師 必要な数 
生活相談員 １００：１ うち１以上は常勤 

介護職員・看護職員 

３：１ 

【看護職員の数は下記のとおり】  

入所者数 1 人～30 人   ：1 以上 

入所者数 31 人～50 人  ：2 以上 

入所者数 51 人～130 人 ：3 以上 

※以降、入所者数が 50 人増すごとに 1 追加 
※ユニット型は、上記に加え、ユニットごとに常時１以上 

栄養士又は管理栄養士 1 以上 

機能訓練指導員 
1 以上 
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ

サージ指圧師の資格を有する者 
介護支援専門員 常勤で 1 以上（100：1 を標準） 

夜勤職員 

＜従来型＞ 

入所者数 1 人～25 人 ：1以上 

入所者数 26 人～60 人：2以上(見守り機器等導入の場合：1.6 以上) 

入所者数 61 人～80 人：3以上(見守り機器等導入の場合：2.4 以上) 

入所者数 81 人～100 人：4 以上(見守り機器等導入の場合：3.2 以上) 

※以降、入所者数が 25 人増すごとに 1 追加 

    見守り機器等導入の場合は 25 人増すごとに 0.8 追加 
※ユニット型は、２ユニットごとに１以上 

調理員、事務員その他の職員  適当数 
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２．短期入所生活介護 

職 種 配 置 基 準 

管理者 常勤１ 
医師 １以上 
生活相談員 １００：１ うち１以上は常勤 

介護職員・看護職員 
３：１ 介護職員又は看護職員のうち１以上は常勤 

※ユニット型は、上記に加え、ユニットごとに常時１以上 

栄養士又は管理栄養士 １以上 
機能訓練指導員 １以上 

夜勤職員 

＜従来型＞ 

入所者数 1 人～25 人 ：1以上 

入所者数 26 人～60 人：2以上(見守り機器等導入の場合：1.6 以上) 

入所者数 61 人～80 人：3以上(見守り機器等導入の場合：2.4 以上) 

入所者数 81 人～100 人：4 以上(見守り機器等導入の場合：3.2 以上) 

※以降、入所者数が 25 人増すごとに 1 追加 

    見守り機器等導入の場合は、25 人増すごとに 0.8 追加 
※ユニット型は、２ユニットごとに１以上 

調理員、事務員その他の職員  適当数 
 

３．介護老人保健施設 

職 種 配 置 基 準 

管理者 医師又は指定都市の市長の承認を受けた者 

医師 １００：１ うち、１以上は常勤 

薬剤師 適当数 

介護職員・看護職員 
３：１ 
※看護職員の員数は総数の 7分 2 程度を標準 

※ユニット型は、上記に加え、ユニットごとに常時１以上 

支援相談員 
1 以上 
※100 を超える場合は、常勤の 1 名に加え、常勤換算方法で 100 を越える部分を

100 で除して得た数以上 
理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士 
入所者の数を１００で除して得た数以上 

栄養士又は管理栄養士 １以上 
※100 以上の施設では常勤を 1 以上 

介護支援専門員 常勤で１以上（100：1 を標準） 

夜勤職員 
２以上 
※40 以下であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものであれば 1 以上 
※ユニット型は、２ユニットごとに１以上 

調理員、事務員その他

の職員 適当数 
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４．介護付有料老人ホーム 

職 種 配 置 基 準 

管理者 常勤１ 

生活相談員 １００：１ 

介護職員・看護職員 

３：１ 

【看護職員の数は下記のとおり】 

入所者数 1 人～30 人 ：1以上 

入所者数 31 人～80 人：2以上 

入所者数 81 人～130 人：3 以上 

※以降、入所者数が 50 人増すごとに 1 追加 

機能訓練指導員 
１以上 
※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ

サージ指圧師の資格を有する者 
計画作成担当者 １以上（100：1 を標準） 

夜勤職員 １以上 

 
５．認知症対応型共同生活介護 

職 種 配 置 基 準 

管理者 常勤１ 
※厚生労働大臣が定める研修を修了した者 

介護従業者 ユニットごとに３：１ うち１以上は常勤 

計画作成担当者 １以上  
※厚生労働大臣が定める研修を修了した者 

夜勤職員 ユニットごとに１以上 

※同一階に３ユニットある場合で支障がない場合等は２以上 
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１　労働時間

　　◆ 使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について40時間を超えて、労働させてはな

　　 らない。

　　◆ 使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日について８時間を

　　 超えて、労働させてはならない。

２　変形労働時間制

　　◆ 使用者は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、一定の期間を平均し１

　　 週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、その定めにより､特定された

　　 週において40時間を超え、又は特定された日において８時間を超えて、労働させることがで

　　 きる。

３　休憩

　　◆ 使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも45分､８時間を超える場

　　 合においては少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

　　◆ 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労使協定があるときは､この限りで

　　 はない。

４　休日

　　◆ 使用者は、労働者に対して、少なくとも毎週１日の休日又は４週間を通じて４日以上の

　　 休日を与えなければならない。

５　時間外及び休日の労働

　　◆ 使用者は、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合においては､その協定で定

　　 めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

　　　　　　※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

１　深夜業の制限

　　◆ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって一定の条件を

　　　満たすものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前５時

　　　までの間において労働させてはならない。

　　◆ 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって一定の条件を満たすも

　　　のが当該対象家族を介護するために請求した場合においては、午後10時から午前５時ま

　　　での間において労働させてはならない。

労働基準法に定められた労働時間等について

育児・介護休業法 に定められた深夜業の制限について※
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新たな感染症や災害対策への備え

○ 「 公 立 ・ 公 的 病 院 の 拡 充 ・ 強 化 」 に つ い て

・新たな感染症への体制

【県が医療措置協定に基づき確保する医療提供体制の目標値】

協定の内容 

協定に基づき医療等を提供する医療機関等の目標値 

【流行初期】 

発生公表後３か月まで 

【流行初期以降】 

発生公表後６か月まで 

神奈川県 神奈川県 

① 入院病床 980 床 2,200 床 

② 発熱外来 350 機関 2,200 機関 

③ 自宅療養者等への

医療提供

病院・診療所   900 機関 

薬局 1,500 機関 

訪問看護事業所   200 機関 

④ 後方支援 69 機関 69 機関 

⑤ 人材派遣

感染症医療担当従事者 900

人                                                                        

感染症予防等業務関係者 300 人 

⑥ 個人防護具 使用量２か月分以上の PPE を備蓄している医療機関 ８割以上 

医療法の改正により、国が示す「第８次医療計画」において、医療計画の記載事項に「新興感染症発生・まん延時における医療」が追加され、令和

６年に第８次神奈川県保健医療計画が策定された。

また、感染症法の改正により、都道府県と各医療機関が医療措置協定を締結することが法制化され、神奈川県と医療機関等との間で医療措置協

定を締結している。
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・災害時の医療体制 

 
 
 
 
【川崎北部医療圏】 
聖マリアンナ医科大学病院・市立多摩病院・帝京大学医学部付属溝口病院 

【川崎南部医療圏】 
市立川崎病院・関東労災病院・日本医科大学武蔵小杉病院・市立井田病院 

【災害拠点病院数の推移】 
 国 神奈川県 川崎市 

２０１２年時点 ６３８病院 ３３病院 ６病院 

２０２５年時点 ７８３病院 ３５病院 ７病院 
 
 

○「保健所の増設など公衆衛生体制の拡充」について 

 

 

 

 

国においては、災害時における医療体制の充実強化を目的として、原則として二次医療圏ごとに１か所の「災害拠点病

院」の整備を進めている。人口が集中する都市部の本市においては、令和４年に市立井田病院が新たな災害拠点病院に指定

され、市内の災害拠点病院は７病院となっている。 

新型コロナウイルス感染症対応に伴う、関係法令等の改正を踏まえ、令和５年度に「川崎市感染症予防計画」及び「川崎市感染症対応マニュアル

（健康危機対処計画）」を策定した。 
 感染症予防計画では、保健所体制整備のため、感染症の拡大時における人員確保数の数値目標を設定し、平時から必要な資機材等の整備や庁内関

係部局等との連携を図るとともに、感染症対応マニュアルでは、業務執行体制や人材育成等について具体的な内容を定めている。 
 また、保健医療政策部及び区役所を中心として、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応で蓄積した民間活用及び庁内連携体制の経験やノ

ウハウを活かすとともに、引き続き、地域の保健医療関係団体の協力も得ながら、保健・医療体制の強化を図る。 
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医療・介護・障害福祉サービス等の報酬について 
 
 
〇報酬・価格の決まり方  

看護師等の賃金の原資は各分野の報酬・価格制度によるところが大きく、その報酬・価格

の決まり方は後掲の表のとおりである。診療報酬及び介護・障害福祉サービス等報酬におい

ては、単位数の設定に当たり人件費に係る具体的な基準は設けていない。 
また、労働者への分配率や個別の労働者の賃金は当該事業所において決まることが基本

であり、例外的に処遇改善加算等による加算分については労働者への分配等が制度上定め

られている。 
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　各職種の平均年収の推移について

 ● 全職種及び看護師、介護支援専門員、介護職員及び保育士の平均年収は、

　近年増加傾向となっている。【下図参照】

　

図「各職種の平均年収の推移」

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より算出）

（厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より算出）

各職種の賃金について 資料〇

（単位：万円）

全職種平均水準（R4:497万円）

1,440 

492 
399 360 375 

487 

1,378 

499 
410 

353 382 

489 

1,429 

508 

406 
363 391 

497 

1,437

508
422

371 397

507

1,338

520
430

376 407

527

医師 看護師 介護支援専門員

（ケアマネージャー）

介護職員

（医療・福祉施設等）

保育士 全職種平均

各職種の平均年収の推移

R2 R3 R4 R5 R6

全職種平均水準（R6:527万円）

-12-

             



看護職員処遇改善加算等の概要 

 
１ 経 緯  

時 期 内   容 

令 和 ４ 年 ２ 月 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）に

基づき、看護職員を対象に、収入を１％程度（月額 4,000 円）引き上げるための措

置を、令和４年２月から前倒しで実施。「看護職員等処遇改善事業補助金」の創

設。 

令 和 ４ 年 10 月 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和４年 10 月以降につ

いて臨時の報酬改定を行い、収入を３％程度（月額平均 12,000 円相当）引き上げ

るための措置。「看護職員処遇改善評価料」の創設。 

令 和 ６ 年 ６ 月 

令和６年度診療報酬改定において、看護師の処遇改善として掲げた「令和 6 年度

に+2.5％、令和７年度に+2.0％のベースアップを目指す」という目標を達成すべ

く、賃上げに向けた評価（ベースアップ評価料）を新設。 

ベースアップ評価料は「外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ・Ⅱ）」・「入院ベースア

ップ評価料」・「訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ・Ⅱ）」の 3 つの項目に分類され

ており、原則としてすべての医療機関や訪問看護ステーションが算定可能。 

 

２ ベースアップ評価料の対象者 

薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・看護補助者 ・理学療法士・作業療法士

等、医療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。）を広く対象としている。 
＊専ら事務作業を行うものは含まれない（医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行

う事務作業を除く） 

 

３ 主な算定の要件（例：入院ベースアップ評価料） 

⚫外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)が届出済で、かつ算定される点数の見込みの 10 倍の数が、対象

職員の給与総額の 2.3％未満である病院・診療所が対象。 

⚫下記の式により算出した数【Ｂ】に基づき、165 段階（1 点〜165 点）からの選択式加算がなされる。 

 

【B】 評価料の区分 点数 

0 以上 1.5 未満 入院ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ評価料１ 1 点 

1.5 以上 2.5 未満 入院ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ評価料 2 2 点 

・・・ ・・・ ・・・ 

164.5 以上 入院ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ評価料 165 165 点 

 

⚫年４回新たに算出を行い、変更がある場合は届出が必要。 

⚫当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与・法定福利費等の増加分に用いる。 

 

４ ベースアップ評価料に係る賃金改善（配分）方法 

⚫ 当該評価料を算定する場合は、令和６年度及び令和７年度に対象職員の賃金（役員報酬を除く）の

改善（定期昇給によるものを除く）を実施しなければならない。 

⚫ 基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げを原則とする。 

⚫ 賃金の改善に係る計画の作成と、賃金の改善に係る状況についての定期的な地方厚生局長等への 

 報告が求められる。 

 

５ 令和８年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料の取扱いについて 

医療現場の賃上げを確実に実行するための仕組みとしてベースアップ評価料は継続され、対象職種の

拡大、事務負担の軽減（簡素化）、入院基本料への合算等の方向性が示されている。（令和８年１月 14 日現在） 

 

対象職員の給与総額×2.3％ – (外来・

在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び 歯科

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に
より算定される点数の見込み)×10 円 

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円 

 

=【B】 
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介護職員等処遇改善加算の概要 
 

１ 経 緯 

時 期 内   容 

平成 21 年 10 月  
職員１人当たり月額 15,000 円相当の「介護職員処遇改善交付金」の創設 

（財源は全額国費） 

平成 24 年 4 月 
交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、交付金を介護報酬に移行し、

「介護職員処遇改善加算（３段階）」の創設 

平成 27 年 4 月 
「介護職員処遇改善加算」で新たな上位区分を創設し、３段階から４段階に変更 

新設された上位区分の取得により、職員１人当たり月額 12,000 円相当が上乗せ 

平成 29 年 4 月 
「介護職員処遇改善加算」で新たな上位区分を創設し、４段階から５段階に変更 

新設された上位区分の取得により、職員１人当たり月額 10,000 円相当が上乗せ 

令和元年 10 月 新たに「介護職員等特定処遇改善加算（２段階）」の創設 

令 和 ３ 年 4 月 

「介護職員処遇改善加算」の下位区分の廃止（加算区分が５段階から３段階に） 

「介護職員等特定処遇改善加算」における配分ルールの柔軟化 

※平均賃金改善額の配分に関して「経験・技能のある介護職員はその他の介

護職員の２倍以上とすること」とするルールを「より高くすること」に見直し 

令 和 ４ 年 ２ 月 
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）に

基づき、収入を３％程度(月額９,000 円)引き上げるための措置として、「介護職員

処遇改善支援補助金」の実施 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 
新たに「介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設 

（上記補助金が介護報酬へ移行） 

令 和 ６ 年 ２ 月 
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年 11 月２日閣議決定）に

基づき、収入を２％程度(月額平均 6,000 円相当）引き上げるための措置とし

て、「介護職員処遇改善支援補助金」の実施 

令 和 ６ 年 ６ 月 

介護報酬改定に伴い、３加算（介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇

改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算）を 1 本化し、「介護職員等

処遇改善加算」として再編 （上記補助金が介護報酬へ移行） 
令和６年度に 2.5％、令和７年度に 2.0％のベースアップへと確実につなが

るよう、加算率の引き上げ 
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２ 賃金改善対象者 

加算種別 対 象 者 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)  

介護職員その他の職員 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)  

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)  

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)  
 

３ 加算算定の要件 

要件 主な内容 
加算区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

要件① 

キャリアパス要件 

一定割合以上の介護福祉士等を配置 ○    

改善後の賃金額が一定以上であること ○ ○   

昇給の仕組みを整備すること ○ ○ ○  

任用等の要件を定め、賃金体系を整備すること 

職員の資質向上に向けた研修を実施すること 
○ ○ ○ ○ 

要件② 

月額賃金改善要件 
一定額を月給の引き上げに充てること ○ ○ ○ ○ 

要件③ 

職場環境等要件 

６つの区分ごとにそれぞれ２つ以上取り組むこと ○ ○   

６つの区分ごとにそれぞれ１つ以上取り組むこと   ○ ○ 

 

４ 賃金改善（配分）方法 

加算種別 賃金改善（配分）方法 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)  
・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に 重点的に配

分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認めることとし、職種に着

目した配分ルールなし。 
・新加算Ⅳの加算額の１／２ 以上を月額賃金改善とする。 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)  

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)  

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)  
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資料６



障害福祉サービス関係資料 

福祉・介護職員処遇改善加算等の概要 
１ 経 緯 

時 期 内   容 

平成 21 年 10 月 
福祉・介護職員の処遇改善を図る目的として、賃金改善に充当するために「福

祉・介護人材の処遇改善事業」を創設。 

平成 24 年 4 月 

福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続

する観点から、助成金を障害福祉サービス等報酬に移行し、福祉・介護職員

の賃金月額 1.5 万円相当分の引上げ経費として、新たに処遇改善加算を創設 

平成 27 年 4 月 
現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる上乗せ評価（福祉・介護職員の賃

金月額 1.2 万円相当分）を行うための新たな区分を創設。 

平成 29 年 4 月 

福祉・介護職員の技能・経験等に応じた昇給の仕組みを構築した事業者に対

して、新たな上乗せ評価を行う加算を創設 
職員１人当たり月額 10,000 円相当を上乗せした加算を拡充（加算が４段階から５

段階に） 

令和元年 10 月 

経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善

を進めるため「福祉・介護職員等特定処遇改善加算（加算は２段階）」の創設（他

の介護職員などの処遇改善にこの収入を充てることができるよう柔軟な運用を認め

ることを前提に、勤続 10 年以上の介護福祉士等について重点配分） 

令 和 ３ 年 4 月 

「福祉・介護職員処遇改善加算」の下位区分の廃止（加算が５段階から３段階に） 

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」について、平均の賃金改善額の配分に

ついて、「経験・技能のある障害福祉人材」は「その他の障害福祉人材」の「２倍以

上とすること」とするルールを、「より高くすること」とに見直し 

令 和 ４ 年 ２ 月 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年 11 月 19 日閣議決定）に

基づき、障害福祉職員を対象に、収入を３％程度（月額９,000 円）引き上げるため

の措置を、令和４年２月から前倒しで実施。「福祉・介護職員処遇改善臨時特例

交付金」の創設 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、収入を３％程度（月額平

均 9,000 円相当）引き上げるための措置。「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交

付金」を廃止し、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を創設 

令 和 ６ 年 ２ 月 

福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、

収入を２％程度（月額平均 6,000 円相当）引き上げるための措置を、令和６年２月

から前倒しで実施 

令 和 ６ 年 ６ 月 

障害福祉現場で働く方々にとって、2.5％のベースアップにつながるよう加算率の

引上げを実施。 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介

護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び

加算率を組み合わせた４段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化（令

和６年度末まで激変緩和措置を設ける）。 

令 和 ７ 年 ４ 月 

障害福祉現場で働く方々にとって、2.0％のベースアップにつながるよう加算率の

引上げを実施 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介

護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び

加算率を組み合わせた４段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化 
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障害福祉サービス関係資料 

２ 賃金改善対象者 

加算種別 対 象 者 

処 遇 改 善 加 算 福祉・介護職員 

特定処遇改善加算 

A 経験・技能のある障害福祉人材（勤続年数 10 年以上の職員を基本） 

B 他の障害福祉人材（経験・技能のある障害福祉人材に該当しない福祉・介護

職員等） 

C その他の職種（障害福祉人材以外の職員） 

福祉・介護職員 

処遇改善臨時特例交付金 

福祉・介護職員（事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収

入を充てることができる） 

福祉・介護職員等 

ベースアップ等支援加算 

福祉・介護職員（事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収

入を充てることができる） 

福祉・介護職員等処遇改善加算 
福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分

することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする 

 
 なお、地域相談支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援については加算算定対

象外となります。 

 

 

３ 加算算定の要件 

加算種別 加算算定の要件 

処遇改善加算 

① 【キャリアパス要件Ⅰ】職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系の整備 

② 【キャリアパス要件Ⅱ】資質向上のための計画策定及び研修の実施又は機会の確保 

③ 【キャリアパス要件Ⅲ】経験・資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき                   

定期に昇給を判定する仕組みを設けること 

④ 【職場環境等要件】賃金改善を除く、職場環境等の改善 

特定処遇改善加算  

・ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを取得していること 

・ 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っている 

・ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じ

た見える化を行っていること 

福祉・介護職員 

処遇改善臨時特例交付金 

・ 処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかの算定 

・ 令和４年２・３月（令和３年度中）から実際に賃上げを行っている事業所 

福祉・介護職員等 

ベースアップ等支援加算 
・ 処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかの算定 

福祉・介護職員等処遇改善加算  

①経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること 

②改善後の賃金年額 440 万円以上が１人以上、職場環境の更なる改善、見える化 

③資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備 

④新加算（Ⅳ）の 1/2（2.7%）以上を月額賃金で配分、職場環境の改善、賃金体系等の整備 

及び研修の実施等 

・加算（Ⅰ）：①～④ 

・加算（Ⅱ）：②～④ 

・加算（Ⅲ）：③～④ 

・加算（Ⅳ）：④ 
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障害福祉サービス関係資料 

４ 賃金改善（配分）方法 

加算種別 賃金改善（配分）方法 

処遇改善加算 処遇改善加算の算定額に相当する職員の賃金（基本給、手当、賞与等）の改善 

特定処遇改善加算  

① 特定処遇改善加算の算定額に相当する職員の賃金（基本給、手当、賞与等）の改善 

② 経験・技能のある障害福祉人材のうち１人以上は、月額８万円の賃上げ又は年収 440

万円までの賃金増 

③ 次の平均処遇改善額に該当すること 

「経験・技能のある障害福祉人材」 ＞ 「他の障害福祉人材」 

「他の障害福祉人材」 ≧ 「その他の職種」×２ 

福祉・介護職員 

処遇改善臨時特例交付金  

賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の 2/3 以上は福祉・介護職員等のベースアップ等

（※）の引き上げに使用すること 

※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ 

福祉・介護職員等  

ベースアップ等支援加算  

賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の 2/3 以上は福祉・介護職員等のベースアップ等

（※）の引き上げに使用すること 

※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ 

福祉・介護職員等処遇改善加算  

・令和７年度から適用 

→新加算Ⅳの加算額の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当（基本給

等）の改善に充てること 

・旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない場合 

→前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の３分の２以上の新たな基

本給等の改善（月給の引上げ）を行うこと 
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資料７
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 厚生労働省　報道発表資料
（令和５年12月）より抜粋

中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定について、次の見直しが行われた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和6年12月25日）

①入院時の食費の基準の見直し（一食当たり20円を引き上げる追加的対応）
②歯科衛生士や歯科技工士のタスクシフト、手間への評価の見直し
③長期収載品の選定療養化や医薬品供給不安に伴う服薬指導の評価の見直し

【令和６年度】

【追記】

資料８
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【令和８年度】
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３．診療報酬制度関連事項　（略）

４．薬価制度関連事項　　　  （略）
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-26-厚生労働省　社会保障審議会介護給付費分科会（令和8年1月16日）より抜粋
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厚生労働省　社会保障審議会介護給付費分科会（令和8年1月16日）より抜粋



令和 7 年 12 月 24 日 上野厚生労働大臣会見より抜粋 

 

私から冒頭発言させていただきたいと思います。先ほど、財務大臣と令和 8 年度予算編成に関して折衝を行いました。折衝事項

について、ご説明申し上げたいと思います。 

 

社会保障関係費ですが、令和 8 年度の社会保障関係費については、様々な制度改革・効率化努力を積み重ねることによって、実

質的な伸びを高齢化による増加分に抑えた上で、令和 8 年度診療報酬改定における今後の賃上げ、物価対応分など経済・物価動向

等を踏まえた対応を加算することで、令和 7 年度社会保障関係費と比較し、プラス 7,600 億円程度の 39 兆 600 億円程度とす

ることとさせていただきます。 

 

（略） 

 

介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定ですが、介護職員の処遇改善等のために、令和 9 年度介護報酬・障害福祉サービス

等報酬改定を待たずに、期中改定を実施します。令和 8 年度介護報酬改定については、改定率はプラス 2.03％とします。これは、

介護従事者について月 1.0 万円、介護職員について定期昇給込みですが、月最大 1.9 万円の賃上げが可能な水準となります。ま

た、令和 8 年度障害福祉サービス等報酬改定については、改定率をプラス 1.84％とします。これは、障害福祉従事者について月

1.0 万円、福祉・介護職員について定期昇給込みで月最大 1.9 万円の賃上げが可能な水準です。 

-28-

障害福祉サービス等報酬改定
障害福祉サービス等報酬改定

資料１０



１　自己負担の仕組み（令和7年8月以降）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※1 未就学児は、自己負担が｢２割｣となります。

医療保険制度及び介護保険制度の自己負担額について

区　分 負担割合
自己負担限度額

外　来 入院･外来合算

医
療
保
険

後
期
高
齢
者
医
療

現役並み所得Ⅲ

3割

252,600円＋(総医療費－842,000円)×1%

現役並み所得Ⅱ 167,400円＋(総医療費－558,000円)×1%

現役並み所得Ⅰ 80,100円＋(総医療費－267,000円)×1%

一般Ⅰ

252,600円＋(総医療費－842,000円)×1%

現役並み所得Ⅱ 167,400円＋(総医療費－558,000円)×1%

現役並み所得Ⅰ 80,100円＋(総医療費－267,000円)×1%

一　般

1割

18,000円

区分Ⅱ 8,000円 24,600円

区分Ⅰ 8,000円 15,000円

 2割

18,000円 57,600円

区分Ⅱ 8,000円 24,600円

区分Ⅰ 8,000円 15,000円

住民税非課税世帯 35,400円

介
護
保
険

第
１
号
被
保
険
者

65歳以上

本人合計所得金額が220万円以上

３割
かつ

340（463）万円≦年金収入+その他
の合計所得金額

70歳未満

基礎控除後の所得の合計が
901万円を超える世帯

3割
(※1)

252,600円＋(総医療費－842,000円)×1%

基礎控除後の所得の合計が
600万円超～901万円以下の世帯

167,400円＋(総医療費－558,000円)×1%

基礎控除後の所得の合計が
210万円超～600万円以下の世帯

 80,100円＋(総医療費－267,000円)×1%

基礎控除後の所得の合計が
210万円以下の世帯

57,600円

国
民
健
康
保
険
･
被
用
者
保
険

70歳～74歳

現役並み所得Ⅲ

3割

①140,100円(世帯)
・世帯に課税所得約690万円以上の第1号被保
険者がいる
②93,000円円(世帯)
・世帯に課税所得約380万円以上約690万円未
満の第1号被保険者がいる
③44,400円(世帯)
・世帯に課税所得約380万円未満の第1号被保
険者がいる
・①②以外の住民税課税世帯

()内は2人以上世帯

本人合計所得金額が220万円以上

２割

かつ

280(346)万円≦年金収入+その他の
合計所得金額＜340(463）万円

()内は2人以上世帯

本人合計所得金額が160万円以上
220万円未満

かつ

280(346)万円≦年金収入+その他の
合計所得金額

()内は2人以上世帯

本人合計所得金額が220万円以上

１割

かつ

年金収入+その他の合計所得金額
＜280（346）万円

()内は2人以上世帯

本人合計所得金額が160万円以上
220万円未満

かつ

年金収入+その他の合計所得金額
＜280（346）万円

()内は2人以上世帯

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

年金収入等80万9千円以下等

①18,000円

②6,000円＋（総医
療費-30,000円）×

10%
①②のいずれか低い

方を適用

57,600円
2割一般Ⅱ

生活保護世帯等 15,000円(個人)

第
2
号
被
保
険
者

40歳～64歳
負担割合は本人及び世帯員の所得にかかわらず１割

自己負担限度額は第１号被保険者に同じ

本人合計所得金額が160万円未満

住民税非課税世帯等 24,600円(世帯)

老齢福祉年金受給者　又は
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※ ｢介護保険｣の保険者負担額は、利用者負担額軽減支援事業費を含んだ値となります。

合　計 372,273 310,089 60,927

後期高齢者医療 164,721 141,589 23,132

国民健康保険 90,242 65,840 24,402

２　川崎市における医療費及び介護給付費の状況(令和6年度)

介護保険 117,310 102,660 13,393

(単位:百万円)

区　分 費用総額(A) 保険者負担額(B) 自己負担額(A-B)
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介護サービス事業所物価高騰対策支援について

令和4年度 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老
人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介
護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

416
定員
1人あたり
51,900円

984,020,000
定員
1人あたり
30,000円

通所
(大規模)

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護及び
看護小規模多機能型居宅介護

230

１事業所あたり
407,000円を最低
額として定員に
応じた金額

142,779,000
１事業所あたり
400,000円

通所
(小規模)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護

226

１事業所あたり
207,000円を最低
額として定員に
応じた金額

65,020,000
１事業所あたり
200,000円

訪問

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具
貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援 908

1事業所あたり
100,000円

90,800,000
1事業所あたり
100,000円

1,780

令和5年度上半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老
人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介
護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

413
定員
1人あたり
28,000円

526,484,000
定員
1人あたり
14,000円

通所
(大規模)

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護及び
看護小規模多機能型居宅介護

233
１事業所あたり
200,000円

46,600,000
１事業所あたり
100,000円

通所
(小規模)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び訪問入浴介護

234
１事業所あたり
120,000円

28,080,000
１事業所あたり
60,000円

訪問

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、特定福祉
用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援 931

1事業所あたり
80,000円

74,480,000
1事業所あたり
40,000円

1,811

令和5年度下半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老
人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介
護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

409
定員
1人あたり
28,000円

520,436,000
定員
1人あたり
18,000円

通所
(大規模)

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護及び
看護小規模多機能型居宅介護

227
１事業所あたり
287,000円

65,149,000
１事業所あたり
110,000円

通所
(小規模)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び訪問入浴介護

222
１事業所あたり
143,000円

31,746,000
１事業所あたり
60,000円

訪問

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、特定福祉
用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援 908

1事業所あたり
48,000円

43,584,000
1事業所あたり
40,000円

1,766
令和4年の年間介護報酬受領額が100万円を超える等の要件を満たす保険医療機関(訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション
に限る)も対象となる。

1,282,619,000合計

合計 675,644,000

合計 660,915,000

令和4年の年間介護報酬受領額が100万円を超える等の要件を満たす保険医療機関(訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション
に限る)も対象となる。
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令和6年度上半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老
人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介
護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

416
定員
1人あたり
7,000円

132,377,000
定員
1人あたり
7,000円

通所
(大規模)

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護及び
看護小規模多機能型居宅介護

228
１事業所あたり
50,000円

11,400,000
１事業所あたり
50,000円

通所
(小規模)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び訪問入浴介護

227
１事業所あたり
30,000円

6,810,000
１事業所あたり
30,000円

訪問

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、特定福祉
用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援 897

1事業所あたり
20,000円

17,940,000
1事業所あたり
20,000円

1,768

令和6年度下半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老
人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介
護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

417
定員
1人あたり
30,000円

569,940,000
定員
1人あたり
22,000円

通所
(大規模)

通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護及び
看護小規模多機能型居宅介護

234
１事業所あたり
130,000円

30,420,000
１事業所あたり
130,000円

通所
(小規模)

地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び訪問入浴介護

231
１事業所あたり
80,000円

18,480,000
１事業所あたり
80,000円

訪問

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対
応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、特定福祉
用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援 933

1事業所あたり
50,000円

46,650,000
1事業所あたり
50,000円

1,815合計 665,490,000
令和5年の年間介護報酬受領額が100万円を超える等の要件を満たす保険医療機関(訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション
に限る)も対象となる。

合計 168,527,000
令和5年の年間介護報酬受領額が100万円を超える等の要件を満たす保険医療機関(訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション
に限る)も対象となる。
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障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援給付金について

令和4年度 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

障害者支援施設、医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設、共同生
活援助、短期入所、三田福祉ホーム

143
定員
1人あたり
51,900円

124,244,000
定員
1人あたり
30,000円

通所

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支
援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、医療型児童発
達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、地域活動支援センター 514

1事業所あたり
205,000円を最低
額として定員に
応じた金額

155,312,000
１事業所あたり
200,000円

訪問

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、地域移行
支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、移動支援（通学・
通所支援を含む。） 412

1事業所あたり
100,000円

41,200,000
1事業所あたり
100,000円

1,069

令和5年度上半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

障害者支援施設、医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設、共同生
活援助、短期入所、宿泊型自立訓練、三田福祉ホーム

149
定員
1人あたり
28,000円

68,964,000
定員
1人あたり
14,000円

通所

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支
援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支
援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、地域活
動支援センター

546
1事業所あたり
120,000円

65,520,000
１事業所あたり
60,000円

訪問

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、地域移行
支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、移動支援（通学・
通所支援を含む。） 434

1事業所あたり
80,000円

34,720,000
1事業所あたり
40,000円

1,129

令和5年度下半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

障害者支援施設、医療型障害児入所施設、福祉型障害児入所施設、共同生
活援助、短期入所、宿泊型自立訓練、三田福祉ホーム

146
定員
1人あたり
28,000円

68,264,000
定員
1人あたり
18,000円

通所

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支
援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支
援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、地域活
動支援センター

546
1事業所あたり
143,000円

78,078,000
1事業所あたり
60,000円

訪問

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、地域移行
支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、移動支援（通学・
通所支援を含む。） 444

1事業所あたり
48,000円

21,312,000
1事業所あたり
40,000円

1,136

令和6年度上半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所(医療型
を除く)、宿泊型自立訓練、三田福祉ホーム

156
定員
1人あたり
7,000円

17,857,000
定員
1人あたり
7,000円

通所

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支
援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支
援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、地域活
動支援センター

541
１事業所あたり
30,000円

16,230,000
１事業所あたり
30,000円

訪問

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、地域移行
支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、移動支援（通学・
通所支援を含む。）

 

428
1事業所あたり
20,000円

8,560,000
1事業所あたり
20,000円

1,125

令和6年度下半期 (単位:円)

区分 サービス種別 事業所数 単価 実績額 参考(県単価)

入所

障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、共同生活援助、短期入所(医療型
を除く)、宿泊型自立訓練、三田福祉ホーム

149
定員
1人あたり
30,000円

74,850,000
定員
1人あたり
22,000円

通所

生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支
援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支
援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援、地域活
動支援センター

567
１事業所あたり
80,000円

45,360,000
１事業所あたり
80,000円

訪問

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、居宅訪問型児童発達支
援、保育所等訪問支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計
画相談支援、障害児相談支援、移動支援（通学・通所支援を含む。）

 

477
1事業所あたり
50,000円

23,850,000
1事業所あたり
50,000円

1,193合計 144,060,000

320,756,000合計

合計 169,204,000

合計 167,654,000

合計 42,647,000
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資料１２
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介護保険制度の見直しに関する意見抜粋
（令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会） 資料１３
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全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）について抜粋


